
熊本県気候変動適応センターについて

熊本県気候変動適応センター
（事務局：熊本県環境生活部環境局環境立県推進課）

1

資料3



熊本県気候変動適応センターの設置

気候変動適応法（平成３０年法律第５０号）第１３条に基づき、熊
本県における気候変動適応を推進するため、気候変動影響及び気候
変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助
言を行う拠点として、「熊本県気候変動適応センター」を設置。
（事務局：環境生活部環境立県推進課）

目 的

設置日 令和４年（２０２２年）３月１８日

設置場所 熊本県環境生活部環境立県推進課内

部局名

知事公室 危機管理防災課長

企画振興部 球磨川復興局政策監

健康危機管理課長 健康づくり推進課長

保険環境科学研究所長

商工労働部 商工政策課長 エネルギー政策課長

観光戦略部 観光企画課長

農林水産政策課長 農業技術課長

農業研究センター所長 農産園芸課長

畜産課長 農村計画課長

農地整備課長 森林整備課長

林業研究・研修センター所長 林業振興課長

森林保全課長 水産振興課長

水産研究センター所長 漁港漁場整備課長

道路整備課長 都市計画課長

下水環境課長 河川課長

港湾課長 砂防課長

教育委員会 学校安全・安心推進課長 体育保健課長

警察本部 交通規制課長 警備第二課長

環境立県推進課長 環境保全課長

自然保護課長 循環社会推進課長

構成員

健康福祉部

農林水産部

土木部

環境生活部

構 成

１）情報の収集、分析
気候変動影響・適応に関する情報収集、科学的知見の整理、他機関と

の情報共有 等
２）適応策の研究
適応の優良事例の収集、研究機関・大学と連携した適応策の研究 等

３）周知、情報提供
気候変動影響・適応に関する普及啓発、適応策の周知 等

＜熊本県気候変動適応センターの取組み＞

（試験研究機関：4 関係所属３2）
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センター構成員と事務局の具体的な役割

既存の取組みとして調査、研究しているもののうち、
気候変動影響・適応策に関する情報を事務局に提供

センター構成員（研究機関・関係所属） ≪イメージ図≫

（例）
・試験研究機関が行っている調査・研究のうち、気候変動影響・
適応に関するもの（高温耐性米の研究等）

・国等から入手した本県に関する気候変動・適応に関する情報

〇センター構成員から提供された気候変動影響・適応
に関する情報を整理、集約
〇国立環境研究所、関係省庁との連携・情報共有
〇気候変動の影響や適応策として実践していただきた
い取組み、県の施策等について、県民・事業者等に周
知・発信 ➡事務局がＨＰ、センター通信に掲載。

事務局（環境立県推進課）
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令和４年度の取組み

（内容）
〇国等の関係機関の気候変動・適応策に係る情報
〇各試験研究機関の気候変動・適応策に関する調
査・研究の情報
〇本県の気候変動影響・適応策に関する情報

・年３～４回発行（不定期）
・熊本県ホームページ（環境立県推進課ページ）
に掲載
・県内各市町村へ送付

【URL】
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/49/146483.html

第１号のテーマは
「熱中症対策！」

〇熊本県気候変動適応センター通信の発行
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